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通所型サービス(介護予防通所介護相当サービス) 

 

介護予防通所介護相当サービスの利用料 

【基本部分】 

サービスの内容 
基本利用料 

※(注２)参照 

利用者負担金※(注２)参照 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

通所型 

サービス

１回数 

通所型サービスを１週間に１回

程度利用した場合（１回につき

）※１月の中で全部で４回まで

【要支援１・事業対象者】 

３,８００円 ３８０円 ７６０円 １,１４０円 

通所型 

サービス

２回数 

通所型サービスを１週間に ２

回程度利用した場合（１回につ

き）※１月の中で全部で５回か

ら８回まで【要支援２・事業対

象者】 

３,９１０円 ３９１円 ７８２円 １,１７３円 

通所型 

サービス

１ 

※(注１) 

通所型サービスを１週間に１回

程度利用した場合（１月につき

）【要支援１･事業対象者】 

１６,５５０円 １,６５５円 ３,３１０円 ４,９６５円 

通所型 

サービス

２ 

※(注１) 

通所型サービスを１週間に２回

程度利用した場合（１月につき

）【要支援２・事業対象者】 

３３,９３０円 ３,３９３円 ６,７８６円 １０,１７９円 

 

（注１）通所型サービスの費用については、基本的に１回当たりの金額により算定しますが、１回

当たりの金額により算定した１月当たりの基本利用料の合計が、要支援１の方は、１６,

５５０円を超えた場合、要支援２及び事業対象者の方は、３３,９３０円を超えた場合に

は、１月当たりの金額で、それぞれ１６,５５０円、３３,９３０円となります。 

（注２）上記の基本利用料は、市町村が要綱等で定める金額であり、これが改定された場合は、こ

れら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を

書面でお知らせします。 

（注３）前ページ本文にも記載のとおり、介護予防サービス費等の支給限度額を超えてサービスを

利用する場合は、超えた額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。 


